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甲府市立上条中学校 いじめ防止基本方針 

 

◇ はじめに 

 いじめ問題への対応は学校における最重要課題の一つであると考えています。本校では，平成２５

年９月２８日に『いじめ防止対策推進法』が施行されたことを受け，その趣旨にのっとり「いじめ防

止基本方針」を定めるとともに，「いじめ防止対策委員会」を立ち上げました。 

 これを機に，いじめ防止のための取り組みを強化し，いじめの未然防止，いじめの早期発見，早期

解決に迫れるよう，迅速且つ適切な解決を図ることを目指しながら，教職員や保護者との相互理解，

地域，関係機関との連携を図るなかで，いじめ根絶に向けた教育活動を推し進めていくことを確認し，

以上の考えを基本としながら，甲府市立上条中学校における「いじめ防止基本方針」を策定しました。 

 

＊ 法律の目的 いじめ防止対策推進法（平成 25 年法律第 71 号） 

 第１条 この法律は，いじめが，いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険を生じさせ

るおそれがあるものであることに鑑み，児童等の尊厳を保持するため，いじめの防止等（いじめの防止，

いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。）のための対策に関し，基本理念を定め，国及

び地方公共団体等の責務を明らかにし，並びにいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針の策定

について定めるとともに，いじめの防止等のための対策の基本となる事項を定めることにより，いじめの

防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。 

 

第１部 いじめについて・対応策 

 

１ いじめ問題に関する基本的な考え方 

 

□ 「いじめ」の基本認識 

  ① いじめは大人には気づきにくく判断しにくい形で行われることが多く発見しにくい。  

  ② いじめはどの生徒にも，どの学校にも起こり得るものである。  

  ③ いじめはいじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。  

  ④ いじめは人権侵害であり，人として決して許される行為ではない。  

  ⑤ いじめはその行為の態様により暴行，恐喝，強要等の刑罰法規に抵触する。  

  ⑥ いじめは教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。  

  ⑦ いじめは家庭教育の在り方に大きな関わりをもっている。  

  ⑧ いじめは学校，家庭，地域社会などすべての関係者がそれぞれの役割を果たし，一体となって 

      取り組むべき問題である。  

 

□ 「いじめ」の定義 

 「いじめ」とは，児童等に対して，当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定

の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じ

て行われるものを含む。）であって，当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているも

のをいう。（いじめ防止対策推進法第２条） 

  ＊考えられる具体的ないじめの態様 

    ① 冷やかしやからかい，悪口や脅し文句，嫌なことを言われる 

    ② 仲間はずれ，集団による無視をされる 

    ③ 軽くぶつかられたり，遊ぶふりをしてたたかれたり，蹴られたりする 
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    ④ ひどくぶつかられたりたたかれたり，蹴られたりする 

    ⑤ 金品をたかられる 

    ⑥ 金品を隠されたり，盗まれたり，隠されたり，捨てられたりする 

    ⑦ 嫌なことや恥ずかしいこと，危険なことをされたり，させられたりする 

    ⑧ パソコンや携帯電話等で，ひぼう・中傷や嫌なことをされる。    

 

□ 「いじめ防止等の対策に関する基礎理念」国，県，市の方針を受けて 

 いじめは，全ての児童生徒に関係する問題である。いじめの防止等の対策は，全ての児童生徒が安

心して学校生活を送り，様々な活動に取り組むことができるよう，学校の内外を問わず，いじめが 

行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。 

 また，全ての児童生徒がいじめを行わず，いじめを認識しながら放置することがないよう，いじめ

等の対策はいじめが，いじめられた児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼす許されない行為であること

について，児童生徒が十分に理解できるようにすることを旨としなければならない。 

 加えて，いじめの防止等の対策は，いじめを受けた児童生徒の生命・心身を保護することが特に重

要であることを認識しつつ，国，地方公共団体，学校，地域住民，家庭その他の関係者の連携の下，

いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。以上の考えを基本理念とし，本校

では，いじめの起きない学校運営を組織的に目指すものとする。 

 

２ 未然防止のための方策 

 

 未然防止に向け，『いじめを起こさない学級（学年・学校）づくり』に取り組むことが重要である。

そのためには，教員一人ひとりが『いじめは，どの学級にも学校にも起こり得る』という共通認識を

もち，好ましい人間関係を築いたり，豊かな心を育てる『学級，学年集団づくり』を取り組みの基本

に据えたりするものとする。 

 特に，生徒が安らげる『居場所づくり』を目指すことや，教師と生徒，生徒相互のコミュニケーシ

ョンを大切にしながら『絆づくり』を目指すものとする。同時に，学校･学年･学級集団の実状，実態

を適切に把握し，年間を見通し，起こるべき事態を予見した取り組みを計画，実施していく。 

   

１）互いに認め合い，助け合っていけるような集団づくりを目指す 

 集団生活は，学級，学年での生活が母体となる。特に学級づくりにおいては生徒同士が対等な関係

にあるか，また調和する関係にあるか等，絶えず，良好な人間関係づくりを目指した取り組みを行う

必要がある。そして，互いの個性を認め合い，助け合えるような生徒集団の育成を目指すものとする。 

 その他，一人ひとりの生徒たちに役割と責任をもたせ，自尊感情，自己有用感，学級所属意識を育

んでいく取り組みを中心に行っていく。 

 

２）授業の創意工夫を図る 

  日々の学習は集団学習として行われている。よって，一緒に学ぶ意義，姿勢，態度を育成する。ま

た，知識を共有化し，互いの向上を認め合えるような学習集団形成を目指していく。そのためにも学

習規律の見直しを図るとともに，教職員自らも『分かる授業づくり』を目指した自己研修に努める。 

 

３）道徳教育の充実を図る  

 引き続き道徳教育を通し道徳的価値について深く考えることができるようにする。また，道徳の教

科化に伴い年間活動計画を見直していく（題材や資料等の内容検討を行う）。いじめをしない，許さ

ないという，人間性豊かな心を育ててけるよう教材等の工夫図っていく。 
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４）体験教育の充実を図る  

 生徒たちは他者，社会，自然と直接関わる中で，生命に対する畏敬の念，感動する心，ともに生き

る心に自分自身が気づき体得する。現在行われている体験活動を見つめ直し，福祉，ボランティア体

験，就業体験等，発達段階に応じた体験活動を体系的に展開し教育活動に取り入れる。  

・体験型環境学習 ・自然の中での宿泊体験 ・就業体験 ・ボランティア福祉体験等・コミュニケーシ

ョン活動を重視した特別活動の充実を図る。  

  

５）校長を中心としたリーダーシップを構築し，教職員の「いじめ」を感受する心を豊かにする  

 まずは校長のリーダーシップの下で，いじめ対策への心構え，理念，具体的な取り組み内容を確認

し，教職員の共通意識を高める。また，生徒たちや学級の様子を知るためには，教職員の気づきが大

切である。日頃から同じ目線で物事を考え，共感する姿勢が必要である。その中で見えてくる細かい

言動や表情から，生徒の現状（精神状態・問題の有無）を読み取る感性を高めていく。そのためにも，

必要に応じ管理職・生徒指導主事がイニシアチブを取りながら学習会を実施するなど，いじめ問題に

対する意識を高め，より適切ないじめ対応を目指すものとする。  

 

６）保護者，地域との連携を強化する 

 生徒たちの第一責任者である保護者との共通認識をもち，問題発生時はともに連携しながら解決に

迫らなければならない。ＰＴＡ学年，学級部会で学習会を実施したり，学校だより等（広報）を活用

したり必要に応じ最新の情報を提供していく。 

 

３ 早期発見のための方策 

 

１）日々の観察を怠らない  

 休み時間，昼休み，放課後など，生徒たちの様子に目を配る。「生徒とともに教職員が活動する」

ことを目指し，生徒たちと一緒に過ごす時間を大切にする。  

□ 観察の視点･方法  

  ＊担任を中心に，教職員は，学級内にどのようなグループがあり，そのグループ内の人間関係が， 

    どうであるかを把握する。ちょっとでも気になったら教育相談を行う等，素早い指導を心がける。 

 ＊生活ノートや連絡帳の活用により情報交換したり，担任と生徒・保護者と連絡を密に取ったりす

ることで，信頼関係の構築を図りながら早期発見を目指す。  

 

２）定期的な教育相談（学校カウンセリング） を機能させる 

 日常の生活の中での教職員の声かけ等も含め，生徒と日頃から気軽に相談できる環境や信頼関係を

築いていく。 

 ＊学年職員（担任）による日常的な教育相談や定期的な教育相談週間を設け相談体制を確立する。 

   昼休み・きずなの日・家庭訪問の実施・二者懇談・三者懇談 

 ＊保健主事（保健室）による教育相談の実施 

 ＊ＳＣによる教育相談の実施 

 

３）友だち関係についてのアンケートの実施  

 学年の実状・実態に応じ，随時実施することを原則とするが，学期に１回（６月・１１月･２月）の

実施を行う。 （３年間保管） 
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４ 早期対応のための方策 

  いじめの兆候を発見した際は，問題の軽重に関係なく早期対応を行う。第一歩として生徒への聞き

取りを迅速且つ丁寧に行い，状況に応じ，発見者→学級担任（学年職員）→生徒指導主事→管理職へ

の報告を行いながら学校全体で組織的に対応する。また，再発防止するために，いじめられている生

徒を見守りながら，継続的に指導を進める。＊事案によっては，個人の判断で問題の収束を図らずに，

いじめ対策委員会への報告をもって指導が完結できるようにする。  

 

◎いじめの対応の基本的な流れ  ＊いじめ対策委員会に連絡→管理職（校長･教頭）に報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 

いじめの情報の

キャッチ 

５ 

今後の指導方針 

４ 

生徒指導・支援 

３ 

指導体制・方針の

確認 

２ 

実態把握 

●いじめられている生徒の安全確保 

 見守り体制の確認（登下校・休み時間・清掃・放課後【部活】） 

●指導内容・方針の確認（関係職員との共通理解） 

●対応職員の役割分担の確認 

●教育委員会・関係機関との連携清掃 

●見通しをもちながら，継続的に指導を続ける 

関係職員・保健主事・ＳＣ（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ）等による心のケア 

●いじめ・いじめられ双方からの聞き取り・詳細な記録 

●関係職員との情報の共有化 

○誰が誰をいじめているのか？ 

○いつから，どこで起き，いつまで続いているのか？ 

○どのような内容で被害を与えられたのか，与えたのか？ 

○いじめになるきっかけは何だったのか？ 

生徒への指導 

●いじめを受けた生徒の保護 

*心のケア 

●いじめた生徒への指導 

保護者への連絡 

●直接，具体的な対策を話す

●学校との連携を求め，協力  

して解決していく 

いじめ対策委員会 

実態把握の

ポイント 

個人情報の管理には十分に注意を！ 

いじめ対策委員会 
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第２部 いじめについて・組織対応策 

 

１ いじめ対策委員会の設置・機能・役割 

 

□ いじめ対策委員会は，学校長の任命により，より組織的な取り組みを目指す目的で設置するものと

する。  

□ いじめ対策委員会は，いじめ発覚後の指導に留まらず，いじめを起こさないための基盤づくりを 

目指し，全教育活動に及んで予防的な策を講じる組織とする。 

□ いじめ相談，いじめ情報の収集，いじめの情報の記録，アンケートの考察，いじめ対応の原案検討 

□ 構成委員 

Ａ いじめ対策委員 

【通常時】生徒指導部会 

校長，教頭，生徒指導主事，各学年副主任（生指），養護教諭 

【ＳＣ，市生徒指導アドバイザーも必要に応じて参加】 

Ｂ 緊急いじめ対策委員 

【緊急時】 

校長，教頭，生徒指導主事，各学年副主任（生指），養護教諭 

不登校担当，当該学年職員，ＳＣ，市生徒指導アドバイザー 

市自立支援カウンセラー，警察，学校医，学校評議員，児童福祉司， 

市家庭児童相談員 

 ＊生徒指導部会の構成員を「いじめ対策委員」に充てるものとする。 

 

□ いじめ対策委員組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

校長（教頭） 招集・判断・指示 

生徒指導主事 外部機関との折衝 

交渉・連絡調整 

養護教諭 健康・安全面の対応 

 

 

 

＊定例の生徒指導部会をいじめ対策委員会に位置づける。 

   （日常的な情報交換・問題の把握，提供・アンケートの実施，考察・校内研修会の実施） 

  ＊緊急時のみ「緊急いじめ対策委員会」を設ける。 

    （重大事案発生時に機能させる） 

 

 

 

 

いじめ対策委員 

校長，教頭，生徒指導主事 

各学年副主任（生指），養護教諭 

ＳＣ，市生徒指導アドバイザー 

緊急いじめ対策委員 

校長，教頭，生徒指導主事 

各学年副主任（生指），養護教諭 

不登校担当，当該学年職員，ＳＣ 

市生徒指導アドバイザー 

市自立支援カウンセラー，警察 

学校医，学校評議員，児童福祉司， 

市家庭児童相談員 

重
大
事
態
発
生 
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２ いじめ対策，年間指導計画例 

 

□ いじめの未然防止，早期発見，早期解決のため学校全体で組織的，計画的に取り組む。 

□ 学校全体での組織体制を確認し，年間指導計画を立て同一歩調で取り組む。  

□ 計画の作成には，生徒実態，地域や保護者との連携などに留意し，全体の見通しをもった対策を 

推進する。 

 

 

 全体指導計画 防止対策 

  ４月 

 

いじめ対策委員会発足・指導内容，方針の確認 

家庭訪問での聞き取り 

 

 

  ５月 生徒会いじめ撲滅への取組 ＱＵ（全学年） 

  ６月 サイバー犯罪教室（１年） いじめアンケートの実施 

  ７月 三者懇談・いじめ対策委員会まとめ  

  ８月   

  ９月 いじめ対策委員会１，２学期の計画  

１０月 薬物乱用防止教室（２年） ＱＵ（3年） 

１１月  いじめアンケートの実施 

１２月 三者懇談 ＱＵ（1，2年） 

 １月   

  ２月 いじめ対策委員会一年間のまとめ いじめアンケートの実施 

  ３月   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道 
徳 

教 

育 

の 

推 

進 
観
察
・
相
談 

学
校
便
り
・
啓
発
文
・
情
報
提
供 

集
団
づ
く
り
・
人
間
関
係
づ
く
り
・
授
業
づ
く
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